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2. 会場管理における感染対策 

 

(1) 試合の開催方法 

感染対策により安全に試合を行うには、以下 2 つの方法があります。 

 

-1.  無観客試合（リモートマッチ） 

無観客試合（リモートマッチ）は、来場者の人数を極端に少なくすることで、感染リスクを抑え

ることができます。 

 

-2.  制限付きの試合（無料試合又は有料試合） 

政府方針や自治体のガイドラインに従い、イベント開催規制が緩和されれば、一般の来場者、

ファン・サポーターに対して一部の制限付きにより観戦機会を提供することも可能になります。 

以下項目の実行が難しい場合は、開催地自治体において集会、イベントの開催許可された状

況下にあっても、無観客試合（リモートマッチ）の開催を検討します。 

 

(2) 3 つのゾーン分け 

会場内を 3 つのゾーンに分け、以下の目的により互いの接触を避ける動線管理を行います。 

① できるだけ来場者の人数を少なくすることで、感染リスクを抑える 

② ゾーン分けしておくことで、感染者が出た場合の影響範囲を限定する 

③ とくに選手、チームスタッフと接触する可能性を最小化する 

ゾーン 1 競技関連 ・ピッチ及びピッチ周辺(テクニカルエリアを含む) 

・選手入場口 

・選手及び審判員の更衣室 

ゾーン 2 運営・メディア関連 ・運営諸室 

・記者席を含むメディアスタンド 

ゾーン 3 スタジアム外縁を含む来場者

エリア（指定管理エリア） 

 

 

(3) 無観客試合（リモートマッチ） 

来場者の人数を極端に少なくすることで、感染リスクを抑えることができます。 

 

-1.  ゾーン毎の動線管理 

会場規模、来場者数を予測して対応する。 

① ゾーン毎の動線を設定し、人と人の接触を限定する 

② とくにチームとその他の方の接触を最小限に留めるために、ゾーン 1 動線の独立性に留意する 

※チーム、審判員、メディア及び関係者、それぞれの動線を分散させることにより、１カ所に集

中することによる密集・密接を避け、感染リスクを回避する 
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-2.  無観客試合（リモートマッチ）に来場できる方 

ゾーン毎の来場者の人数を減らし、特に「ゾーン 1：競技関連」への来場者を限定する 

1 両チーム 選手、チーム役員 12 警備員、係員 

2 審判員 13 TV 中継関係者 

3 マッチコミッショナー 14 JFA・両チームオフィシャルカメラマン 

4 審判アセッサー 15 メディア（ペン記者、カメラ、ENG） 

5 主管 FA スタッフ 16 他チームのスカウティングスタッフ 

6 ボールパーソン 17 スカウティング映像制作会社 

7 担架要員 18 ドーピング検査スタッフ 

8 記録要員 19 警察・消防 

9 演出・進行スタッフ 20 会場関係者(グラウンドキーパー等) 

10 大型映像装置オペレーター 21 運営会社（看板、装飾等） 

11 会場ドクター/看護師   

但し、上記以外の試合運営上の役割がある場合に限り、試合の1週間前までに主管FAに届ける

こととする 

 

-3.  無観客試合（リモートマッチ）への来場をご遠慮いただく方 

22 ファン・サポーター 26 選手、関係者の家族 

23 来賓 27 選手仲介人、代理人、マネジメント会

社 

24 協賛社、スポンサー企業 28 その他、上記の計画に規定されていな

い人 

25 マスコット   

但し、チームベンチ外選手が来場し、ゾーン 2 にとどまることは認められる 

※ 選手等の家族については、主催者の判断により感染予防対策を遵守した上でゾーン３に入

り観戦することは認められる、特に第 2 種以下の大会では選手等の家族の観戦を検討する 

 

-4.  JFA 役職員の立会、視察 

JFA 役職員は、状況に応じて立会、視察することができる。事前集約の上、試合の 1 週間前を

目途に JFA より主管 FA へ連絡する。 

 

-5.  会場外でのファン・サポーターの集結を防ぐ 

① ファン・サポーターへの事前告知 

※ スタジアムまたはその周辺に来場しない 

※ できるだけ家にとどまって、テレビ・ネット等を通じて応援する 

※ 友人と一緒にテレビ・ネット観戦する場合も、対面にならず、会話を減らし、マスクをして社会

的距離を確保する 

※ 上記が遵守されない場合、試合延期措置等を検討することも考えられる 
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② 上記の観点より無観客試合においては、ファン・サポーターの皆様が自主的に作成された横断

幕の会場内外への掲出をすることはできません 

③ 主管 FA は、告知および調整にあたり、チームに協力を要請して対応する。 

 

(4) 制限付きの試合 

政府の方針や自治体のガイドラインが緩和され一部の制限が解除されている場合には、以下のとお

り制限付きの設定をします。 

 

-1.  観客への制限 

① 無料・有料共通 

 政府・開催地自治体の方針に則り運用する 

 ※今後、感染状況により変更になる可能性があります。 

 2021 年 11 月 19 日の政府発表に基づき、 5000 人または収容定員 50%のいずれか大き

い方を入場者数上限とする。 

 「感染対策安全計画」を策定し開催地自治体が承認した場合、収容率 100%での開催が可

能となる。但し、緊急事態措置、重点措置が発令された区域では、P.10 の政府指針（「感染

状況に応じたイベント開催制限等について」）に基づき、入場者数を決定する。 

 収容定員 50%以下での開催の場合、原則、客席は、周囲との間隔として、1 席程度（前後

左右）空ける 

 席割（ブロック）は 、主管 FA が立案し、JFA が承認する 

 主管 FA は、上記開催条件につき、あらかじめ施設（開催地自治体）の了解を得る 

 会場収容人数の制限数には、未就学児童、車椅子席の付添人も含める 

 立ち見席、芝生席は、上記ルールに準じることを条件に設置可とする 

 総合案内所は、感染対策をした上で設置可とする 

（フェイスシールド、スタッフとお客様の間のビニールシートの設置等については主管 FA 判断） 

 入場時にサーモグラフィーまたは非接触体温計により検温し、37.5 度未満であれば入場するこ

とができる 

（体温が 37.5 度以上の場合は入場をお断りする） 

 保健所の積極的疫学調査（感染経路の聞き取り調査）にあたり、濃厚接触者に該当する可

能性のある観客の情報の提供に協力するため、個人情報の管理を徹底した上で、観客の個人

情報（氏名、電話番号等）、スタンドエリア内の観戦位置の情報提供の協力を求める 

② 無料入場 

 感染者が来場したことが発覚した場合を想定して、保健所の聞き取り調査に協力できるよう、来

場者の座席が特定できるようにブロックやエリア表示を明確に示す 

③ 有料入場 

 感染者の中から試合観戦後に陽性反応者が発生した場合を想定し、保健所の積極的疫学

調査（感染経路の聞き取り調査）に協力するため、指定席はチケット半券を保管するように案

内する、また、自由席（ゾーン内自由席含む）は来場者の座席が特定できるようにブロックやエ

リア表示を明確に示す 
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 当日券は、開催地の感染状況等により、販売方法を判断する。なお、対面販売を行う場合は

十分な感染対策を講じた上で行うものとする 

 体温計測により 37.5 度以上が発覚し入場をお断りするなど、画面上で新たな規約を表示し、

同意を得た上で購入に進む手順をとる 

 

-2.  ゾーン毎の動線管理 

① 上限人数は設けない  

② 「ゾーン 1：競技関連」への来場者は 最小限になるようにする 

 

-3.  「ゾーン１：競技関連エリア」へのアクセス制限 

「ゾーン１：競技関連エリア」へのアクセスをご遠慮いただく方 

26 選手、関係者の家族 

27 選手仲介人、代理人、マネジメント会社 

28 サプライヤー 

 

-4.  JFA 役職員等の立会、視察 

① JFA 役職員等は、状況に応じて立会、視察することができる。 

② 事前集約の上、試合の 1 週間前を目途に JFA より主管 FA へ連絡する。 

 

-5.  応援スタイルについて 

感染対策のため、ファン・サポーターのご理解とご協力が必要となります。 

① 容認される行為は以下の通りです 

 横断幕掲出 ※掲出の際、密にならないよう十分配慮してください 

 拍手、手拍子 

 タオルマフラー、ゲートフラッグ等を掲げる 

・ 大旗を含むフラッグを振る 

・ タオルマフラーを振る、もしくは回す 

・ 鳴り物（太鼓・応援ハリセン等）の使用  

※自席でのみ使用可能とし、周囲の観客に迷惑とならないよう使用可能エリアを設定する

※太鼓は、手拍子の誘導、扇動をするために使用することができる 

※メガホンの使用は除く、また、スタジアム備品を叩く行為は厳に慎む 

② 禁止される行為は以下の通りです 

・ 声を出す応援 

（禁止理由：飛沫感染につながるため） 

例：指笛・チャント・ブーイング、トラメガ・メガホン・トランペット など道具・楽器の使用 

・ メガホンの使用 

（禁止理由：飛沫感染） 

・ 人と接触する応援 

（禁止理由：接触感染につながるため） 

例：ハイタッチ・肩組みなど 
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・ 「密」を作る応援 

（禁止理由：飛沫感染・接触感染のリスクが高くなるため） 

例： お客様がいる席での ビッグフラッグの掲出 

※ただし、お客様がいない席に掲出する場合は容認される 

 

-6.  観客、ファン・サポーターへの事前のご案内 

① 無理な来場は、勇気をもって、見合わせてください 

 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある

場合） 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

② 入場ゲートで体温を測定し、37.5 度以上の場合は入場できませんので、あらかじめご了承くだ

さい 

③ 会場ではマスクを着用してください 

④ 会場でのマスクの配布はございませんので、各自ご準備ください 

⑤ 熱中症対策でマスクを外す場合は、社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)、咳エチケットに

ご配慮ください 

⑥ マスク着用を義務付けない例外は以下のとおりとします 

 乳幼児：着用しないことが望ましい（保護者の判断による） 

 上記除く未就学児：着用するかしないかは保護者の判断による 

⑦ 手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください 

⑧ 会場では、社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)を確保するようにしてください(入退場時、

トイレの列など) 

⑨ 観戦時は、座席（立見席・芝生席等含む）から移動することを禁止とします 

（間隔を空けずに隣に座る、スタンド前方へ移動して選手に声をかける等） 

⑩ スタジアムの外でも、社会的距離（できるだけ 2ｍ、最低 1ｍ）を確保することはもとより、大

声での発声、歌唱や声援、密集等の感染リスクのある行動を回避してください 

⑪ アルコール飲料の持ち込みは政府・開催地自治体の方針に則り判断する 

⑫ 保健所の積極的疫学調査にあたり、濃厚接触者に該当する可能性のある観客の情報の提供に

協力するため、個人情報の管理を徹底した上で、観客の個人情報（氏名、電話番号等）、スタ

ンドエリア内の観戦位置の情報提供に協力してください 

 

(5) チケッティング 

制限付きの試合開催の期間は、政府方針に則り以下の通りに計画して下さい。 

① 2021 年 11 月 19 日の政府発表に基づき、5000 人または収容定員 50%のいずれか大き

い方を入場者数上限とする。 

② 「感染対策安全計画」を策定し開催地自治体が承認した場合、収容率 100%での開催が

可能となる。但し、緊急事態措置、重点措置が発令された区域では、P.10 の政府指針

（「感染状況に応じたイベント開催制限等について」）に基づき、入場者数を決定する。 
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③ 収容定員 50%以下での開催の場合、原則、客席は、周囲との間隔として 1 席程度（前後

左右）空ける 

④ 席割は主管 FA が立案し、JFA が承認のうえ決定する 

⑤ 来訪チーム応援席は設置する 

※ 主管 FA は上記開催条件につき、あらかじめ自治体の了解を得る 

※ 会場収容人数には、未就学児童、車椅子席の付添人も含める 

※ 立ち見席、芝生席は、上記ルールに準じることを条件に設置可とする 

※ 総合案内所：感染対策（マスク着用義務、フェイスシールド、スタッフとお客様の間のビニ

ールシートについては主管 FA 判断）をした上で設置可とする 

※ 37.5 度以上が発覚し入場をお断りするなど、画面上で新たな規約を表示し、同意を得た

上で、購入に進む手順を取ることとする 

 

(6) 会場管理 

 

-1.  会場の衛生管理 

① 手指消毒液 

 使用するすべての部屋または各フロアの動線上に手指消毒液を設置する 

② 石鹸 

 トイレの手洗い場には、石鹸（液状ポンプ型が望ましい）を用意する 

③ ペーパータオル 

 ペーパータオルの設置は主管 FA の判断として、設置する場合はゴミ回収等の衛生面に注意

する 

④ チームエリアの消毒 

 換気を十分に行い、机、イス、ドアノブ等を可能な限り消毒する 

⑤ ドアの開放 

 ドアノブに触れる頻度を下げるため、ドアはできるだけ開けたままとする 

 

-2.  来場者の入退場管理（関係者） 

① 検温ポイント 

 会場の管理エリアの入口を極力 1 箇所に限定し、チェック要員を配置し検温チェックを徹底す

る 

 検温し、37.5 度未満の場合は入場することができる（37.5 度以上の場合、入場をお断りす

る） 

 再入場の際も検温する（検温済みの方を識別する方法を工夫する） 

② すべての入口に手指消毒液を設置する 

③ 来場者名簿を利用して、来場時刻、退場時刻を管理する 

 

-3.  観客の入退場管理 

① 待機列が「密」にならないよう工夫する 
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例:ブロック毎に入場時間を分ける、開門時間を早める、間隔を空けることの呼びかけ、喋らない

ことの呼びかけ 

② 入場時にサーモグラフィーまたは非接触体温計により検温し、37.5 度未満であれば入場する

ことができる 

※ 体温が 37.5 度以上の場合は、別箇所へ移動していただき、再度検温し、37.5 度以上

の場合は、入場をお断りする 

※ 再入場の際も検温する（検温済みの方を識別する方法を工夫する） 

③ 入口に手指消毒液を設置する 

④ 手荷物検査を行う場合は、お客様ご自身に荷物を開けてもらい 、お客様の荷物には直接触

らない 

⑤ 保健所の 積極的疫学調査 を行うにあたり、濃厚接触者に該当する可能性のある観客の情

報提供するため、また、陽性反応者との接触機会を告知し、更なる感染拡大防止につなげる

ため、観客の中から陽性反応者が確認された場合の対応を考慮し、以下の通りとする 

・観客の個人情報（氏名、メールアドレス、電話番号）を把握する 

・観客見込みを想定し、定員管理できるよう開放するスタンドエリアを管理する 

・スタンドエリア内の観戦位置を把握するため、位置がわかるように明示する 

（既存の席番、ゲート・ブロック位置、表示のない場合にブロック表示を設定） 

・氏名などの個人情報は非公開とした上で、陽性反応者の観戦位置を公表する 

・実施方法：スマートフォンのアプリ等により観客の個人情報を提供していただく 

・条件：もしも、来場者の中から陽性反応者が確認された場合に以下Ａ～Ｂの対応をするた

め、観客の個人情報を提供していただいた上で、観戦していただく。（事前告知 および 入場

口等に掲示） 

Ａ：氏名などの個人情報は非公開とした上で感染者の観戦位置を公表するとともに、観客に

対しメールにて情報提供する 

Ｂ：迅速に積極的疫学調査を行うため、保健所等の公的機関に個人情報を提供する 

⑥ ゲートスタッフは、券面チェックのみ実施し、お客様にもぎってもらう 

⑦ 飲料の移し替え(実施する場合）は、カップを触る前にお客様に消毒してもらうなど衛生管理に

配慮する 

⑧ お客様への配布物がある場合、不特定多数の方が触れないように管理し、定期的に手指消

毒をしたスタッフが配布する 

 

-4.  場内放送、大型映像装置の運用 

① 操作室に３密が生じないよう、最少人数での運用を工夫する 

 操作室では必ずマスクを着用する 

② 告知の実施については、通常通り実施する。また、新型コロナウイルス感染症対応に関する注

意・お願い告知を随時行う 

 

-5.  場内／場外売店 

① リモートマッチの場合 
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 場内／場外売店は設置しない 

② 制限付き試合の場合 

 飲食販売は容認される（ただし、アルコール販売は状況により判断する） 

 グッズの販売は容認される 

 販売員は、マスク、手袋を着用する 

 

-6.  場内／場外イベント 

① リモートマッチの場合 

 場内／場外イベントは実施しない 

② 制限付き試合の場合 

 イベントを開催する場合は、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）に十分に配慮すること 

 触れ合うことによる感染リスクが伴うイベントは実施しない。※マスコットによるファンサービスについて

は、不特定多数と触れ合う活動は実施しない 

 チラシ等を配布する場合、配布要員はマスク・手袋を着用し、社会的距離（できるだけ 2m、最低

1m）を保って行う（任意により、フェイスシールドを着用し、飛沫感染を防止する） 

 

-7.  喫煙所 

 原則、喫煙所は、設置しない 

 

-8.  スタジアム内外の掲出及び装飾 

① リモートマッチの場合 

 JFA が指定する大会タイトルバナー、スポンサー看板、スポンサーバナー等を掲出することができ

る 

 ファン・サポーターによる横断幕の掲出は、制作・受け渡し時等における感染防止の観点から、

クラブが預かって掲出することを含めて、行わないこととする 

② 制限付き試合の場合 

通常の試合通り設置可能 

 

-9.  退場時 

 「密」にならないよう工夫する。 例：時差退場、場内アナウンスによる呼びかけ 
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(7) 会場の諸室環境 

主管 FA は、以下の点に留意して会場を設営します。 

これらを実施しても感染リスクをゼロにすることはできません。マスクの着用等により自己防衛をした上

で競技会に参加してください。 

また、各諸室の窓、ドアの開放、運営関係者及びチーム関係者全員にマスク着用を義務化すること

により、熱中症を発症するリスクが高まりますので、こまめな水分補給を心掛けましょう。 

 

-1.  諸室 

運営諸室において、以下のとおり設定する。 

① 各部屋に手指消毒液を設置する 

② 全てのドア及び窓を開け、３密が発生する環境を阻止し、ドアノブを介した接触感染を防ぐ 

③ ドリンクを冷やすためのドブ漬けは使用しない 

④ 座席を設置する際に前後左右 1.5～2ｍ間隔をあけ、お互いが正面に座らないよう配慮する 

⑤ 食事のみを行う部屋を別途設け、運営本部や各種控室で食事をとらない。 

⑥ 食事部屋では間隔を空けた上で同一方向を向いて食事をとり、食事中は会話を慎む 

⑦ 喫煙所は設けない 

 

-2.  手洗い場所 

関係者、参加チームの選手・スタッフ、マッチオフィシャルが競技会の際に手洗いをこまめに行えるよ

う、以下のとおり設定する。 

① 手洗い場にはポンプ型の液体または泡石鹸を用意する 

② 「手洗いは 30 秒以上」等の掲示をする 

③ 手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意する。（布タオルや手指を乾燥

させる設備については使用しないようにする。） 

④ 手指消毒液を設置する 

 

-3.  トイレ 

トイレについても感染リスクが比較的高いと考えられることから、以下のとおり設定する。 

① 便器の蓋を閉めて汚物を流すよう表示する 

② 手洗い場にはポンプ式液体または泡石鹸を用意する 

③ 「手洗いは 30 秒以上」等の掲示をする 

④ 手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意する。（布タオルや手指を乾燥

させる設備については使用しないようにする。） 

⑤ 手指消毒液を設置する 

 

-4.  ロッカールーム 

ロッカールームは３密が揃い、感染リスクが比較的高いと考えられるため、以下のとおり設定する。 

① 広さにはゆとりを持たせ、選手同士が密になることを避ける 



41 

 

② ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する、別室を用意する、ま

たは外部にテントを設置する措置を講じる 

③ 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、テーブ

ル、椅子、マッサージベッド等）については消毒する 

④ 一日に同会場で複数試合を行う場合は、試合終了毎に消毒する 

⑤ 換気扇を常に回す、２つ以上のドア、窓を開けっ放しにして常時換気を行う 

⑥ チームの注意事項 

 選手及びスタッフはマスクを着用し、会話を最小限に留める 

 選手及びスタッフはロッカールームの滞在時間を短くするため着替えに限定する 

 選手及びスタッフはシャワーを交代で使用し、密集を避ける 

 

-5.  審判控室 

審判控室について、以下のとおり設定する。 

① 広さにはゆとりを持たせ、審判員同士が密になることを避ける 

② ゆとりの確保が難しい場合は、別室を用意する、または外部にテントを設置する措置を講じる 

③ 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、テ

ーブル、椅子等）については消毒する 

④ 換気扇を常に回す、２つ以上のドア、窓を開けっ放しにして常時換気を行う 

⑤ 審判員の注意事項 

 審判員はマスクを着用し、会話を最小限に留める 

 審判員は審判控室の滞在時間を短くするため着替えに限定する 

 審判員はシャワーを交代で使用し、密集を避ける 

 審判員同士のミーティングは会場で 3 密とならないスペース等を探して実施する 

 

(8) 試合会場の設営、撤去 

-1.  試合日以外に設営作業を行う場合 

① 作業開始前に体温を測定する 

② 予め作業に参加する者の名簿を用意し、来場時刻、退場時刻を管理する 

 感染者が出た場合、直ちに連絡がとれるよう、連絡先を把握しておく 

③ 作業に参加される方の「確認書（仮称）」の運用を検討する 

 直近 2 週間の体調不良や濃厚接触がなかったこと等の確認を書面で行う 

④ 全員が利用可能な場所に、手指消毒液を設置する 

 

-2.  撤収作業 

① 予め作業に参加する者の名簿を用意し、来場時刻、退場時刻を管理する 

 感染者が出た場合、直ちに連絡がとれるよう、連絡先を把握しておく 

 

-3.  ゴミの廃棄方法 

① ゴミを収集する際は、マスクや手袋を必ず着用する 
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② ゴミはビニール袋に入れて密閉して縛り、廃棄する 

③ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒する 

 

3．競技運営における感染対策 

 

(1) 参加チーム、審判員、及び競技 

 

-1.  スタジアムへの到着 

① 両チームは、競技会規定の指定時刻までに会場に到着する 

② 審判員は各自到着し、試合終了後、各自退出する 

 

-2.  試合当日の体温測定 

参加チーム及び審判員は、以下のとおり対応する。 

経過 参加チーム(選手・チーム役員) 審判員 

① 毎日の定時の検温 変わらず実施する 変わらず実施する 

② 当日の検温 会場到着以前にチーム全員の体温を

測定する 

会場到着時に入場口の検温所で検温

する 

③ 37.5℃以上の場

合 

 当該者は、会場に来場しない 

 もしも、会場へ向かっている間に発熱

した場合は、タクシー等で、自宅また

はホテルに戻る 

 会場の管理エリア内に入ることはできな

い 

  参加チームの感染対策責任者は、 

主管 FA の感染対策責任者と情報

共有する 

 検温所の担当スタッフは、 

主管 FA の感染対策責任者と情報共

有する 

  主管 FA の感染対策責任者は、 

マッチコミッショナーに報告する 

 主管 FA の感染対策責任者は、 

マッチコミッショナーに報告する 

  新型コロナウイルス感染症の疑い症

状がある場合、帰国者・接触者相談

センター等へ連絡し相談の上、医療

機関を受診し、検査等の適切な処

置を行う 

 疑い症状がない場合、適切に経過

観察する 

 新型コロナウイルス感染症の疑い症状

がある場合、帰国者・接触者相談セン

ター等へ連絡し相談の上、医療機関を

受診し、検査等の適切な処置を行う 

 疑い症状がない場合、適切に経過観

察する 

 

-3.  参加チーム及び審判員全員に求められること 

感染対策ルール を遵守する。 

 

-4.  更衣室（参加チーム及び審判） 

① 更衣室内でも社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保する 

 空いている部屋があれば追加の更衣室として利用する（先発と控えで分ける等） 

 追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする 



43 

 

② 更衣室の滞在時間を、できるだけ短時間に減らす（目安：各自 30～40 分） 

③ 更衣室内では、必ずマスクを着用する 

④ タオル、飲水ボトル等は、個別利用することとし、共用しない 

また、クーラーボックス（クーラーバッグ等を含む）を使用して飲水ボトル・氷を保冷する場合

は、本体、飲水ボトル、冷却水等に触れることによる接触感染リスクが高まることから、以下のと

おり徹底する。 

・健康チェックシートにより体調管理した担当者を特定し、クーラーボックスおよび飲水ボトル・

氷等に触れる前に手指消毒、手洗いを十分に行い、管理する 

・管理担当者以外の不特定多数の人が、クーラーボックス本体およびその中の飲水ボトルや

氷に直接触れない 

・飲料の受渡しについては、クーラーボックスの外に出し、取りやすい状態に並べて各自がとっ

ていく（不特定多数の人が同一の飲水ボトル等に触れないようにする） 

・口を付けフタを開封した飲水ボトル等をクーラーボックスに戻すことは、絶対にしない 

⑤ シャワーは、一基ずつ間隔を空けて使用することを原則とする 

⑥ 人数が多い時は、時間帯をずらして使用することで、人と人の間隔（できるだけ 2ｍ、最低 1

ｍ）を確保する 

⑦ アイスバスは対面とならないよう、一人ずつもしくは少人数で使用する。 

※ 社会的な距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保ち、顔の粘膜を不用意に触ることがない

よう注意する 

※ 定期的に水槽の水を入れ替え、清掃を徹底する 

※ 風呂水専用塩素剤等の使用も検討する 

⑧ サウナの使用は禁止する 

 

-5.  選手の治療、マッサージ 

① トレーナーは、マスク・手袋・手指消毒など感染対策をとった上で対応する 

② 環境（使用する器具等）の消毒を行うこと 

③ チームドクターや会場ドクターが新型コロナ感染を疑う徴候のない選手の外傷に関して診察を

行う場合には、感染対策（マスク・手袋の着用）を行う 

 

-6.  競技用具、備品の消毒 

① 試合開始前にボール、コーナーフラッグ、ゴールポストを消毒する 

② ボールは、ハーフタイムにも消毒する 

 

-7.  ボールパーソン、担架要員 

① 無観客試合でのボールパーソン、担架要員は、大人が担当するように検討する 

 ボールパーソンの人数をできるだけ少なくする方法を検討する 

② マスク・手袋の着用 

・マスク・手袋を着用し、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つ。 

③ フェイスシールド 
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 フェイスシールドは主管 FA 判断により着用することができる 

 

-8. フィールドインスペクション 

マッチコミッショナー、主管 FA、審判員は、マスクを着用し３密を避けて社会的距離（できるだけ

2m、最低 1m）を保って短時間に行う 

 

-9.  マッチコーディネーションミーティング 

主催および主管 FA が必要と判断した場合、十分な感染対策を行った上で、マッチコーディネーシ

ョンミーティングを実施する。マッチコーディネーションミーティングを実施しない場合は、主管 FA は、

マッチコミッショナー、両チーム運営担当、審判員に対し、試合運営の留意すべき事項を書面にまと

めて事前に伝達する。 

〔主な感染対策確認内容〕 

 試合前、試合後に相手チーム、審判団との握手は実施しない  

 両チームベンチへの挨拶を実施しない ・エスコートキッズは実施しない  

 倒れた選手に手を貸さない ・得点時にハイタッチ、抱擁を行わない 

 口に含んだ水を吐かない ・ボトルを共用しない 

 水・氷を溜めたクーラーボックスを共用しない タオルを共用しない 

 ピッチ上で密集密接（手をつなぐ、肩を組む）となる円陣は行わない 

尚、密集、密接にならずに社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保って円になって集ま

ることは認められる 

 ピッチ上でチームメイト、審判員と会話する際にも互いの距離についてしっかりと配慮する 

 ピッチ内でも咳エチケットを守り、つばを吐く、手鼻をかむなどの行為を行わない 

 ベンチではマスクを着用し、会話を控える 

 

-10.  試合開始前のウォーミングアップ 

① 室内練習場等でのウォーミングアップ 

 選手、チーム役員は、マスクをしなくてよい 

 換気に留意する 

② ピッチ上でのウォーミングアップ 

 選手、チーム役員は、マスクをしなくてよい 

 審判員はマスクをしなくてよい 

③ スタンドへのボールやプレゼントの投げ込むような行為をすることはできない 

 

-11.  試合開始前の、審判団による選手チェック及び用具チェック 

① 各チームの更衣室前（通路が狭い場合は屋外で実施）で副審が実施。 

② 副審はマスクを着用 

 

-12.  選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ 

① 選手集合スペース 
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 選手集合スペースは、チームごと別々に設定し、チーム選手、審判員等が社会的距離（でき

るだけ 2m、最低 1m）を保ち、密にならないスペースを確保する 

② 入場動線、入場順 

 入場前の混雑を防ぐため、両チーム及び審判員はそれぞれに入場する 

 同一の動線となる場合は、審判、チーム A、チーム B の順に別々に入場する 

※但し、入場前の待機時及び、入場時に両チームの間に十分な距離を確保できる会場の 

  場合は、同時に入場することも可とする 

③ リスペクト旗の入場及びエスコートキッズは行わない 

④ マスコットの入場、子供を抱っこしての入場も不可 

⑤ 握手セレモニー、ペナント交換、選手や審判員の表彰、来賓などによるキックオフセレモニー等は

行わない 

⑥ チームの集合写真撮影は認められる、但し、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保

つこと 

⑦ コイントスは主審及び両チームのキャプテンにより実施する、但し、社会的距離（できるだけ

2m、最低 1m）を保つこと 

⑧ ピッチ上で密集密接（手をつなぐ、肩を組む）となる円陣を組むことは行わない 

尚、密集、密接にならずに社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保って円になって集ま

ることは認められる 

 

-13.  スポンサーの露出 

① 広告看板、バナー等は、通常の試合と同様に掲出される 

② 会場への来場者増につながらず、かつ社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つ演出

は容認される 

 

-14.  チームベンチ 

① 1 席空けて座る 

② 入り切らない場合は、ベンチを増やして対応する 

または、主審および両チームで事前に合意した場所で待機を設定する 

③ 一日複数の試合が行われる場合は、入れ替え時に消毒液でベンチシートなどを拭き取る 

④ ベンチの選手及びチーム役員は、マスクを着用する 

但し、テクニカルエリアで指示を送る際は、マスクを外してよい 

競技中については、プレー及びアップ時以外はマスク着用とする 

⑤ 不要な会話・接触は控える 

 「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント（厚生労働省 2020 年 5 月 29

日） 

 高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋

外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクを外してよい 

⑥ ベンチの選手及びチームスタッフはマスクを着用する 

 チーム役員が、テクニカルエリアで指示を送る際は、マスクを外してよい 
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-15.  試合中の飲水 

① 原則飲水ボトルの共用を避ける 

 たとえ口が直接触れなくても唾液が飛ぶ可能性があり、感染の危険性はある 

 ペットボトルでのピッチレベル設置使用可（但し、スクイズボトルタイプのキャップに交換する）但

し、使用したペットボトルは必ず破棄すること 

② 氷水にスポンジを入れて体を冷やすことは、体を冷やすだけであれば容認される 

但し、スポンジで顔を拭うことは行わない 

③ 選手が口を付けフタをしたボトル等をクーラーボックスに戻すことは、絶対に避ける 

 

-16.  飲水タイム 

① 感染対策が十分に講じられ、飲水ボトルの共用を避ける措置（飲みきりのボトルを用意する

等）を行った場合においては、主催者の判断により、マッチコミッショナー（またはピッチ責任

者）および、両チームの合意のもと、飲水タイムを設けずに対応することができる。 

② 上項の対応が講じられない場合においては、飲水ボトルの共用を避けることから、十分な水分

補給の機会が見込めないため、ＷＢＧＴの数値に関係なく飲水タイムを設定し、パフォーマン

ス向上につなげる 

③ 「熱中症対策ガイドライン」に基づき、ＷＢＧＴの数値が条件に達した場合は、Cooling 

Break を実施する 

 

-17.  ゴールセレブレーション 

① 社会的な距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保って実施する 

 

-18.  ハーフタイム 

① 選手、チームスタッフ、審判員等の引き上げ動線が混雑しないよう、予め確認する 

② グラウンドの補修は、通常と同様に実施される 

③ ボールを消毒する 

 

-19.  試合終了時のセレモニー 

両チーム 及び 審判員はピッチ中央に集まる。 

但し、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保つよう十分配慮する。 

① チームとして集まって自宅等で観戦しているファン・サポーターに挨拶する等を行う場合、社会的

距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保すること 

 握手、ハイタッチ、抱擁は行わない 

 選手、チームスタッフ、審判員は、各自で更衣室に戻る 

② その他注意事項 

 試合後のスタンド内に選手・スタッフが上がってのセレモニーは禁止 

 選手、チームスタッフは、ゾーン１（フィールド）より外（スタンド側）に出ない 
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 入場ゲート周辺での見送りセレモニーについても禁止 

 

 

-20.  ドーピングコントロール 

 検査員は手洗い又はアルコール等による手指消毒を徹底する 

 検査員は検査中マスク、フェイスシールド、ゴム手袋を常時着用する 

 検査員は可能な限りアスリートとの距離をとり対応する 

 換気することが可能な場所においては、換気を行う 

 検査にて使用する備品類のアルコール等による消毒を徹底する 

※関係者は、上記の他、別途の詳細ガイドラインを参照のこと 

参考：公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）公式 WEB サイト 

https://www.playtruejapan.org/topics/2020/000453.html" 

 

(2) 来賓対応 

 

-1.  来賓全員に求められること 

感染対策ルール を遵守する 

 

-2.  主管 FA は予め、来場者の一覧表を作成し、当日の管理に役立てる 

① 来場時刻、退場時刻を記録する 

② 感染者が発生する場合に備えて、来場者全員の連絡先を把握しておく 

 

-3.  ケータリング 

① ビュッフェ式の食事提供は行わない 

② 食事を提供する場合は、ランチボックス形式とする 

② ドリンク提供（アルコールは除く）はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットボトルで提供

する 

③ アルコールの提供は、社会的状況を鑑みて判断する 

 

-4.  貸し出し物 

① ブランケット等の貸し出しは行わない 
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(3) メディア対応 

試合を取材するメディアに対しても、事前に感染対策を周知し、次に記載されている内容を遵守す

るように伝えます。 

 

-1.  メディア全員に求められること 

感染対策ルール を遵守する 

 

-2.  試合取材における必須事項 

競技会・試合の取材申請を事前に締め切ることにより、取材者の人数調整が可能となり、試合会

場の設備に合わせて、３密を避けることにより、感染リスクを下げることができます。 

① すべてのメディアが JFA への事前申請を必須とする 

② 取材活動ができる人数制限を設け、取材許可されたメディアのみ会場内での取材を可とする 

③ メディアは、健康チェックシートに必要事項を記入し提出する 

④ 受付時の検温により体温が 37.5 度以上の方、体調不良者は、取材活動をお断りする 

 

-3.  会場内の対応について 

① メディア入口、メディア動線は、チーム・審判と完全に分け、接触がないようにする 

② スタジアムでのメディア受付開始時刻は以下の通りとする 

 記者 フォトグラファー／ENG クルー （試合開始 60 分前～） 

③ 各メディアは受付終了後、所定の取材位置へ速やかに移動し、控室の使用をすることはできな

い（控室はフォトグラファー／ENG クルーの荷物置き場がない場合にのみ使用、デスクワークや

滞在は避ける） 

④ 会場内では、上記留意点を必ず心がける 

 

-4.  記者席での取材活動 

① 取材活動が許可された記者については、指定された記者席で取材活動をおこなう 

 隣の記者との間隔は、社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)を空けて着席する 

 主管 FA 広報担当者は、各メディアの座席位置を指定し把握する 

 

-5.  ピッチレベルでの撮影（取材活動） 

① ピッチレベルの撮影位置は、両ゴール裏エリアのみとする。 

 撮影位置の間隔は、社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)を空けて設置し、各メディアの

位置を把握する 

 撮影者(フォトグラファー、ENG クルー)はいかなる理由があってもベンチ付近に立ち入ることはで

きない 

② 試合前の入場セレモニー等の撮影は、JFA 公式フォトグラファー／ENG（オフィシャルビブス着

用者）及び当日の中継局のみ撮影を許可される 

③ 試合中に決められた撮影位置からの移動は禁止する（ウォーミングアップ含む） 
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-6.  試合終了後の対応 

① 監督記者会見および選手の取材は対面では行わず、WEB 会議システムにて実施する 

② WEB 会議システムが困難な場合、以下の通りの対応とする 

 監督・選手、メディア関係者は常時マスクを着用し、不必要な会話を控える 

 監督・選手とメディアが交わらないよう、かならずエリアをプラ柵・テープなどで仕切る 

 監督・選手とメディアの距離は 2ｍ以上取る。取材者同士も最低 1ｍの間隔を保つ 

 最小限での対応とするため、記者 1 名、テレビ局 1 名が代表質問を行い、コメント・素材はメ

ディア関係者同士で共有する 

 フォトグラファーは試合終了後の対応エリアに入らない 

 できるだけ換気の良い場所で取材を行う 

 できるだけ短い時間で取材を終える 

③ すべてのメディアは、試合終了後 1 時間以内を目途に会場から退出する 

 

 

4．事後対応 

 

競技会終了後、以下の通り対応します。 

 

-1.  健康チェックシートの保存 

主管 FA は、万が一、感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、競技

会当日に参加した選手、スタッフ、メディア、運営関係者から提出された健康チェックシートに保存期

間（少なくとも１ヶ月）を明記し、保存します。また、保存期間経過後、健康チェックシートを廃棄

します。 

 

-2.  参加チームの状況確認、対応 

競技会終了後 14 日以内に、各チームの感染対策責任者に連絡を取り、具合の悪い選手・スタッ

フがいないか確認します。万が一、運営スタッフの中から競技会終了 14 日以内に新型コロナウイル

ス感染症の症状が出た場合には、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医、地域の相談窓口

に相談します。その後、新型コロナウイルスの陽性反応となった場合は、保健所の指示に従うととも

に、主管 FA は JFA に報告します。 

また、チームから感染者発生の報告があった場合にも、同様にその旨 JFA に報告します。 
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5．夏季における熱中症予防に向けた留意点 

 

気温の上昇する夏季においては、各諸室の窓やドアの開放、参加者にマスク着用などの義務化によ

り、熱中症を発症するリスクが高まることから、感染拡大防止に向けた取り組みに併せて熱中症を予

防します。 

「スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について」を参照するととも

に、政府が示す「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントに基づく下記の点などに留

意して各種活動を実施します。 

 

-1.  マスクの着用 

マスクの着用時は、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、体感温度の上昇な

ど、身体に負担がかかることがあるため、参加者に対してはこうしたリスクを周知するとともに、こまめな

水分補給を心がけます。 

また、高温や多湿といった環境下では、屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保で

きる場合には、マスクを外しても構いません。 

 

-2.  エアコンの使用について 

諸室等においてエアコンを使用する場合も、冷房時でも窓開放や換気扇によって換気を行います。 

換気により室内温度が高くなる場合があるため、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしてくださ

い。 

 

-3.  涼しい場所への移動について 

参加者に対しては、少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動するようアナウンス

します。 

なお、会場の関係で、医務室等の諸室にすぐに入ることができない場合は、屋外でも日陰や風通し

の良い場所への移動を促せるよう事前に準備します。 
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6．様式 

(1) 健康チェックシート 
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（参考）各団体が発出する各種方針・ガイドライン等 

発行元 方針・ガイドライン等 

世界保健機関 

（WHO） 

Considerations for sports federations/sports event organizers 

when planning mass gatherings in the context of COVID-19: 

interim guidance（英語） 

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針」 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 

内閣官房 新型コロナ感染症対策本部資料（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策

推進室 HP） 

業種別ガイドライン一覧（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

HP） 

文部科学省 学校再開に向けて（Q&A、通知等） 

スポーツ庁 「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」（2020.5.14） 

日本スポーツ協会 

日本障がい者スポ

ーツ協会 

「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドラインについて」

（2020.5.14） 

「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（改訂版）」 

（2020.5.29） 

日本スポーツ協会 スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について 

日本プロサッカーリ

ーグ（J リーグ） 

Ｊリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 

サッカー・ブンデスリ

ーガ 

TASK FORCE SPORTMEDIZIN/SONDERSPIELBETRIEB 

IM PROFIFUSSBALL（独語） 

 

 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
https://corona.go.jp/expert-meeting/
https://corona.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200514-spt_sseisaku01-000007106_1.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4158
https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4158
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline2.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/heatstroke/covid/jspo_heatstroke_covid20200521.pdf
https://www.jleague.jp/special/restart/effortstorestart/index.html
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/2020-05-12-Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_Version-2.1.pdf
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/2020-05-12-Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_Version-2.1.pdf
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